
7 平成19年10月15日 宍粟市議会だより

総
務
部
長

総
務
部
長

総
務
部
長

教
育
長

代  表  質  問 問問＆答

問

問

問問

問

問

市
長

市
長

　
　
　
小
中
一
貫
教
育
に
つ
い

　
　
て
①
形
だ
け
が
つ
く
ら
れ
、

市
教
委
の
目
指
す
方
向
性
が
な
い
。

②
単
な
る
統
廃
合
を
進
め
る
方

策
で
は
。
③
現
在
の
小
中
学
校

の
教
育
観
と
の
相
違
は
。
④
現

行
で
は
共
通
性
、
系
統
性
が
図

ら
れ
て
い
な
い
の
か
。
⑤
小
中

一
貫
教
育
構
想
の
２
形
態
（
隣

接
型
・
分
散
型
）
は
ど
の
よ
う

に
な
る
の
か
。
⑥
教
員
の
人
材

確
保
と
育
成
は
。

　
　
　
　
　
　
統
廃
合
を
進
め

　
　
　
　
　
る
施
策
で
な
く
、

特
色
あ
る
宍
粟
市
の
教
育
を
推

進
す
る
中
で
、
９
年
間
の
義
務

教
育
に
連
続
性
を
も
た
せ
る
教

育
の
推
進
と
し
て
検
討
し
て
い
る
。

小
中
一
貫
教
育
は
現
行
の
６
・

３
制
の
教
育
制
度
以
上
に
、
目

指
す
人
間
像
と
育
て
た
い
資
質

能
力
に
つ
い
て
、
小
中
共
通
の

目
標
を
設
定
し
、
児
童
生
徒
の

発
達
段
階
に
応
じ
た
教
育
課
程

の
編
成
、
そ
し
て
系
統
的
な
強

化
指
導
を
行
う
こ
と
に
よ
り
教

育
的
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
と

考
え
て
い
る
。
小
中
学
校
の
物

理
的
な
距
離
が
問
題
で
あ
り
ま
す
。

分
散
型
よ
り
隣
接
型
の
方
が
進

め
や
す
い
状
況
に
あ
る
。
ま
た

数
年
間
で
教
員
の
大
量
退
職
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
人
材
確
保
が

課
題
で
あ
る
。
小
中
一
貫
教
育

の
導
入
に
つ
い
て
、
そ
の
実
施

の
是
非
も
含
め
て
充
分
検
討
す
る
。

　
　
　
７
６
０
億
円
余
の
借
金

　
　
を
抱
え
、
財
政
が
危
険
水

域
と
報
じ
ら
れ
市
民
の
不
安
感

は
大
き
い
。
庁
舎
建
設
を
契
機

に
実
質
公
債
費
比
率
が
急
速
な

悪
化
に
向
か
う
の
で
は
、
の
懸

念
は
不
幸
に
も
適
中
し
つ
つ
あ
る
。

元
来
、
当
局
の
財
政
認
識
は
甘

過
ぎ
る
。

　
　
　
　
　
好
転
見
込
み
の
公

　
　
　
　
債
費
比
率
が
大
き
く

悪
化
し
た
が
、
下
水
道
整
備
の

負
担
増
が
起
因
し
て
お
り
、
指

標
算
出
法
の
一
部
変
更
に
よ
る
。

　
　
　
市
長
は
新
聞
紙
上
に
「
健

　
　
全
財
政
を
維
持
」
と
公
表

し
た
県
４１
市
町
の
４
人
の
内
の

１
人
だ
が
、
一
転
、
財
政
危
険

水
域
。
庁
舎
建
設
財
源
の
資
料

で
も
１８
年
度
公
債
費
比
率
は
１７
％
。

そ
れ
が
１
年
後
１９
.
７
％
で
は
、

市
財
政
見
通
し
の
基
本
が
全
く

信
用
で
き
な
い
。

　
１９
.
６
％
の
県
は
、
４
年
後
、

夕
張
市
同
様
に
再
建
団
体
転
落

の
可
能
性
あ
り
と
必
死
の
対
応

と
あ
る
。
本
市
も
甘
い
財
政
見

通
し
を
、
明
解
に
訂
正
し
総
合

計
画
等
の
抜
本
見
直
し
を
急
ぐ

べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
制
度
上
は
一
段
階

　
　
　
　
悪
化
し
た
が
、
以
前

か
ら
起
債
に
つ
い
て
は
県
と
話

し
合
っ
て
お
り
、
有
利
な
特
例

債
の
計
画
的
活
用
に
よ
り
「
人

と
自
然
が
輝
き
、
み
ん
な
で
つ

く
る
夢
の
ま
ち
」
実
現
に
取
り

組
ん
で
い
く
。
庁
舎
建
設
を
す

る
こ
と
で
他
の
特
例
債
事
業
の

財
源
に
支
障
は
生
じ
な
い
と
考

え
て
い
る
。

　
　
　
正
確
な
検
証
可
能
な
財

　
　
務
諸
表
に
よ
る
情
報
を
公

開
し
な
い
限
り
「
宍
粟
市
は
ど

う
な
る
の
か
」
と
の
市
民
の
不

安
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
解
消

さ
れ
な
い
。
私
た
ち
も
「
財
政

の
実
態
が
わ
か
っ
て
い
る
の
か
」

「
当
局
報
告
の
鵜
の
み
議
会
は

無
用
」
な
ど
厳
し
い
声
に
さ
ら

さ
れ
て
い
る
。

　
新
公
会
計
制
度
へ
の
速
や
か

な
対
処
を
約
し
た
同
僚
議
員
へ

の
答
弁
を
い
つ
果
た
す
の
か
。

そ
の
後
の
対
応
は
？

　
　
　
　
　
　
　
新
法
に
よ
り
、

　
　
　
　
　
　
実
質
公
債
費
比

率
な
ど
４
指
標
に
よ
る
３
段
階

評
価
が
な
さ
れ
、
そ
の
段
階
に

よ
っ
て
は
、
国
県
の
関
与
強
化

は
承
知
し
て
お
り
、
指
標
が
算

出
さ
れ
次
第
、
議
会
に
も
お
示

し
し
た
い
。

　
　
　
他
自
治
体
に
比
し
対
応

　
　
遅
れ
が
甚
だ
し
い
。
財
務

諸
表
作
成
や
新
公
会
計
制
度
の

運
用
は
、
い
か
に
職
員
が
有
能

で
も
、
船
長
に
飛
行
機
を
飛
ば

せ
と
求
め
る
に
等
し
い
。
外
部

専
門
家
や
先
進
自
治
体
の
力
を

借
り
、
一
日
も
早
く
市
民
に
実

態
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
責
任

で
あ
る
。
「
負
担
は
住
民
に
。

税
の
使
い
方
は
行
政
が
自
在
に
」

で
は
、
私
た
ち
の
責
任
は
果
た

せ
な
い
し
、
行
政
信
頼
は
生
ま

れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
平
成
１８
・
１９

　
　
　
　
　
　
年
度
と
比
率
悪

化
は
認
め
ざ
る
を
得
ず
、
18
％

未
満
達
成
は
平
成
２８
年
と
な
る

予
定
。
ま
ず
健
全
化
プ
ロ
セ
ス

に
職
員
で
取
り
組
み
、
難
し
い

問
題
が
あ
れ
ば
外
部
の
助
力
も

必
要
か
な
と
考
え
る
。

　
　
　
主
要
な
指
標
や
数
値
が

　
　
安
直
に
都
合
で
変
わ
る
こ

と
自
体
が
許
さ
れ
る
事
で
な
い
。

正
確
な
諸
表
と
外
部
監
査
の
導

入
が
必
要
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
新
公
会
計
制

　
　
　
　
　
　
度
へ
の
準
備
体

制
を
職
員
中
心
で
や
り
、
外
部

監
査
導
入
も
吝
か
で
な
い
。

宍
粟
政
友
会

　  

岩
蕗
　
昭
美
　
議
員

甘
い
財
政
見
通
し
が

「
危
険
水
域
」
招
い
た

財
務
の
中
味
不
変
。

指
標
算
出
法
が
変
化


